
 

 

アルプス処理水海洋放出の方針決定に強く抗議する 
ＪＦ全漁連会長声明 

 
本日、国はアルプス処理水海洋放出の方針決定を行った。 
 
４月７日、我々は菅義偉内閣総理大臣に対し、「漁業者・国民の理解を得

られないアルプス処理水の海洋放出には、ＪＦグループとして断固反対」で
あることをあらためて申し入れ、慎重な判断を強く求めたところである。 

 
それにもかかわらず、本方針が決定されたことは極めて遺憾であり、到底

容認できるものではない。ここに強く抗議するものである。 
今後とも、海洋放出反対の立場はいささかも変わるものではない。 
 
国は、汚染水対策の過程における福島県漁連の要望に対し、アルプス処理

水について関係者の理解なしにはいかなる処分も行わないことを明確に回
答しており、なぜ関係する漁業者の理解を得ることなくこの回答を覆したの
か、福島県のみならず全国の漁業者の思いを踏みにじる行為である。 

 
全国の漁業者、国民の不安を払拭するため、次の事項について、国として

の対応をあらためて強く求めるものである。 
 
１．漁業者・国民への説明 
全国の漁業者をはじめ多くの国民から海洋放出反対の意見が出されてき

た中で、国として、なぜ海洋放出の方針決定を行ったのか、漁業者・国民に
責任をもって説明することを求める。 
 
２．風評被害への対応 
海洋放出の方針決定により当面生じる風評被害と、将来、実際に海洋放出

が行われた場合に生じる風評被害に、国の責任においてどのように対処する
のか、明確に示すことを求める。 
 
３．アルプス処理水の安全性の担保 
海洋放出されるアルプス処理水の安全性を、どのように国内外に説明し、

担保していくのか、国の責任において具体的かつ明確に示すことを求める。 
 
４．漁業者の経営継続 
福島県ならびに近隣被災県の漁業者、そして全国の漁業者が安心して子々

孫々まで漁業が継続できるための方策を、国の責任として明確に示すことを
求める。 
 
５．継続保管等の継続的検討 
半減期効果を念頭に置いた敷地内における更なるタンク増設による保管

継続や新たな処理・保管方法等の検討など、あらゆる可能性について国の責
任で継続的に検討・実施していくことを求める。 
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